
松江城景観形成基準（松江城からの眺望基準）の
見直しについて
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【目的】

「松江らしい景観」を残し、次世代に受け継ぐため、
景観基準の見直しを図るもの

【検討内容】

〇松江城からの眺望基準の見直し
• 対象エリア
• 高さ基準



【松江城景観形成基準】

・天守から見える東西南北の山の稜線の眺望を妨げない
・天守から宍道湖の湖面が見える範囲で、嫁ヶ島の水際線を
延長した線を侵さない

松江城からの眺望基準の現状（1）

松江城

凡例

商業地域
（都市計画法）

松江城景観形成基準
（嫁ヶ島水際線）

宍道湖大橋南詰天倫寺

概ね60°
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天守から見える東西南北の山の稜線の
眺望を妨げない

嫁ヶ島の水際線を延長した線

制限範囲（宍道湖大橋南詰及び天倫寺を結ぶ概ね60度）

山の稜線

天守から宍道湖の湖面が見える
範囲で、嫁ヶ島の水際線を延長

した線を侵さない

嫁ヶ島

松江城からの眺望基準の現状（２）
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眺望基準（参考図）

松江城から殿町方向

天守から見える東西南北の山の稜線の眺望を妨げない
手前の山（桧山）の稜線

松江城天守床高＋目線の高さ
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他市事例 松本市

松本市景観計画より抜粋


